
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳しい手続きは稚内市インターネット公売ガイドラインをご覧ください。 

ログイン IＤの取得 

公売参加者情報の入力 

公売保証金の納付 

入    札 

最高価申込者（落札者）の決定 

落札後の手続き 

売 却 決 定 

買受代金の納付 

公売財産の引渡し 

●あらかじめ、ログイン IＤを取得してください。 

●メールアドレスの認証を受けてください。 

●入札するには、公売参加申込み期間中に、インターネット公
売の画面上で公売参加者情報を入力してください。 

●クレジットカードによる手続き 
  カード情報を入力してください。 
●銀行振込などによる手続き     
  「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を 
  を印刷し、稚内市に送付のうえ公売保証金を納付してくだ

さい。 
 ※ 公売保証金は、公売物件ごとに異なりますので公売物件

詳細画面をご確認ください。 

●入札期間中に、インターネット公売の物件詳細画面から入札し
てください。 

●入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。 
●公売システム上の「現在価額」または一度「入札価額」欄に入
力した金額を下回る金額を「入札価額」欄に入力することはで
きません。 

●入札期間が終了すると、インターネット公売の画面に最高価申
込者（落札者）のログイン IＤに紐づく会員識別番号及び落札
価額が一定期間表示されます。 

●最高価申込者（落札者）に対しては、今後の手続きについて稚
内市からメールを送信します。 

●稚内市からの案内に従い、買受代金納付期限までに、買受代金
を一括納付してください。 

●納付金額は、落札価額から公売保証金額を差引いた金額となり
ます。 

●稚内市は、買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡しを
行います。 

公売保証金の返還 

落札された方 

落札できなかった方 

「せり売り形式」の流れ 


